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１ 事業目的 

 障害児の健やかな育成のための発達支援 
 障害児支援に係る保健・医療・教育等の関係機関の連携 

２ 平成 30 年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に 
 係る基本指針の見直しを見据えた今後の取組 

 平成 32 年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体
制を構築することを基本とする。 

 
👉 西東京市 こどもの発達センター ひいらぎ では 
 
  これまで独自の訪問支援に加え、児童発達支援サービス事業（法定事業）である
「保育所等訪問支援事業 ※」の展開につき検討を開始する。 

                                 ※児童福祉法第６条の２の２第５項 

 
  利用者目線での事業の有効性等を分析 
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出典 社会保障審議会（障害者部会）厚生労働省資料 
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出典 厚生労働省資料 

保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するもので
ある。 
○ 具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対する直接支援と保育所等の職員に対する支援方法の助言等の間接
支援を行う。 
○ なお、支援の提供に当たっては、保育所等訪問支援計画に沿った支援が提供されるよう、必要な時間を確保する必要がある。 
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ひいらぎ 

施設 平成27年度（実件数） 平成28年度（実件数） 

私立保育園 23件 (10件） 20件 （14件） 

公立保育園（直営） ４件 (3件） ４件 （４件） 

公立保育園（民営） 4件 (3件） 6件 (4件） 

認証保育所 6件 (5件） ３件 (3件） 

幼稚園 18件 (14件） 19件 （14件） 

幼稚園類似施設 ３件 (2件） ０件 

合計 58件 （37件） 52件 (39件） 

 児童数 188人 （169人） 279人 （235人） 

  うち ひいらぎ事業利用者以外 58人 （51人） 100人 (91人） 

現在の訪問支援内容 

① 幼稚園・保育園等からの相談 

② 支援員が訪問 

訪問実績（延べ件数） 

＜主な相談内容＞ 
 ・落ち着きがない、座っていられない、集団行動
から外れる 
 ・お友達に手が出る、噛むなど他害がある また
は自傷がある 
 ・理解力が弱い、周りの子を見ながら動いてい
て指示がわかっていない様子  
 ・目が合わない 
 ・遊びが幼い、友達と遊べない 
・からだの動きが心配（運動が苦手 体が柔ら
かい 運動発達の遅れ） 
・発音がよくない 何を言っているか聞き取りにくい 
・発話の内容が幼い 
 ・制作や書字などが他児と比べてうまくできない   
・ひいらぎグループ利用児童の具体的支援方法 
・食事、トイレ、着脱などの生活習慣の取り組み
の仕方     など 

「保育所等訪問支援事業」との違い 
 
 法律に基づかない市独自サービス 
 施設間での相談対応（保護者から
の相談による支援の場合もある） 

 利用料金の発生はない。 児童発達支援サービス施設 


